
労働者と住民の健康と安全を守り、生じた健康被害は補償することを求める要請書に係る 

第２回政府交渉（８／２３）、第２回交渉を踏まえた質問・要請書（９／２２）等に対する 

政府回答集 

 

第２回政府交渉直後の追加回答 

１．内閣府原子力被災者生活支援チームの回答（９月１日） 

２．原子力安全委員会の見解（９月８日） 

 

第２回交渉を踏まえた質問・要請書（９月２２日）に対する回答 

３．文科省の回答（９月２７日） 

４．厚労省の回答（９月２９日） 

５．内閣府原子力被災者生活支援チームの回答（９月３０日） 

６．原子力安全委員会の回答（１０月３日） 

 

支援チームが自分たちの担当ではないと回答した医療費無料化の拡大に関する項目について 

 ７．厚労省の回答（１０月１２日） 



機密性２

平成 23 年 9月 1日

双葉地方発反対同盟、原原水爆禁止国民会議、

原発はごめんだ！ヒロシマ市民の会、

反原子力茨城共同行動、原子力資料情報室、

ヒバク反対キャンペーン 御中

内閣府原子力被災者生活支援チーム

質問への回答

平成23年 8月 23日に開催された「労働者と住民の健康と安全を守り、

生じた健康被害を求める要請書」に係る第２回質問の際に頂きました質

問事項につきまして、以下のとおり回答致します。

記

質問①

原子力被災者の健康管理について、国は責任を持って行っていくのか。

（回答）

原子力政策は資源の乏しい我が国が国策として進めてきたものである

ことから、国が責任を持って対応することとしております。そのため、

原子力被災者の健康管理については、具体的には、平成 23年度第 2次補

正予算においては、福島県からの要望も踏まえ、原子力災害から子ども

をはじめ住民の健康を確保するために必要な事業を中長期的に実施する

ための基金（①健康管理・調査事業 782 億円、②特別緊急除染事業 180

億円）を福島県に創設するなどの措置を講じたところです。

引き続き、原子力被災者の健康管理に万全を期すべく必要な対応をし

てまいります。



機密性２

質問②

福島県の健康管理調査検討委員会の開催やその議事録を公開すべきで

はないか。

（回答）

本検討委員会は、第 3 回委員会の開催から公の場で討論されていると

承知しています。また、委員会での配布資料や議事概要もホームページ

で公開されています。

（参考）福島県健康管理調査検討委員会ホームページ

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY

_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=24809

質問③

「福島県 原子力被災者・子ども健康基金」の健康管理・調査事業（782

億円）を、経済産業省のエネルギー特別会計で計上している理由は何か。

事業内容からして、厚生労働省で計上すべきではないか。

（回答）

エネルギー対策特別会計においては、原子力損害が生じた場合に、原

子力緊急事態の発生した発電所施設の周辺住民の方々への健康診断や健

康相談の事業への支出ができることとされています。本事業については、

エネルギー対策特別会計にて、かかる事業の支出が可能であることの主

旨を踏まえ、同会計で計上することとしました。

なお、技術的、人的支援等については、原子力被災者生活支援チーム

の調整のもと、厚生労働省や文部科学省等の関係省庁が連携して取り組

んでいます。

以上
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低線量被ばくのリスクからがん死の増加人数を計算することについて 

 
平成 23 年 9 月 8 日 

原子力安全委員会事務局 

 
低線量被ばくのリスクからがん死の増加人数を計算することが適切ではない

ことを示した「原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）」及び

「国際放射線防護委員会（ICRP）」の報告書の記述は以下のとおりです。 

 
UNSCEAR 2008 Report Vol.2, Annex D. “Health effects due to radiation from 
the Chernobyl accident” 
98 項  The Committee has decided not to use models to project absolute 

numbers of effects in populations exposed to low radiation doses from the 
Chernobyl accident, because of unacceptable uncertainties in the 
predictions. It should be stressed that the approach outlines in no way 
contradicts the application of the LNT model for the purpose of radiation 
protection, where a cautious approach is conventionally and consciously 
applied.  
（委員会は、チェルノブイリ事故によって低線量の放射線を被ばくした集団

における影響の絶対数を予測するためにモデルを用いることは、その予測

に容認できない不確かさを含むので、行わないと決定した。強調されねば

ならないことは、このアプローチは、慎重なアプローチが習慣的にかつ意

識して適用されてきている放射線防護の目的で LNT モデルを適用するこ

ととは何ら反しない。）〔事務局仮訳〕 

 
ICRP Publication 103, 2007 年勧告（訳文は日本アイソトープ協会の邦訳版に

基づく） 
総括 

(k) The collective effective dose quantity is an instrument for optimisation, 
for comparing radiological technologies and protection procedures, 
predominantly in the context of occupational exposure. Collective 
effective dose is not intended as a tool for epidemiological risk 
assessment, and it is inappropriate to use it in risk projections. The 
aggregation of very low individual doses over extended time periods is 
inappropriate, and in particular, the calculation of the number of cancer 
deaths based on collective effective doses from trivial individual doses 
should be avoided. 

（集団実効線量は，最適化のための，つまり主に職業被ばくとの関連での，

放射線技術と防護手法との比較のための１つの手段である。集団実効線量は
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疫学的リスク評価の手段として意図されておらず，これをリスク予測に使用

することは不適切である。長期間にわたる非常に低い個人線量を加算するこ

とも不適切であり，特に，ごく微量の個人線量からなる集団実効線量に基づ

いてがん死亡数を計算することは避けるべきである。） 

 
第 3 章 放射線防護の生物学的側面 
3.2 確率的影響の誘発 
65 項 Therefore, the practical system of radiological protection 

recommended by the Commission will continue to be based upon the 
assumption that at doses below about 100 mSv a given increment in dose 
will produce a directly proportionate increment in the probability of 
incurring cancer or heritable effects attributable to radiation… 
（したがって，委員会が勧告する実用的な放射線防護体系は，約 100mSV
を下回る線量においては，ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線

起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうという仮定に

引き続き根拠を置くこととする。（以下略）） 
66 項 However, the Commission emphasises that whilst the LNT model 

remains a scientifically plausible element in its practical system of 
radiological protection, biological/epidemiological information that would 
unambiguously verify the hypothesis that underpins the model is 
unlikely to be forthcoming. Because of this uncertainty on health effects 
at low doses, the Commission judges that it is not appropriate, for the 
purposes of public health planning, to calculate the hypothetical number 
of cases of cancer or heritable disease that might be associated with very 
small radiation doses received by large numbers of people over very long 
periods of time. 
（しかし，委員会は，LNT モデルが実用的なその放射防護体系において引

き続き科学的にも説得力がある要素である一方，このモデルの根拠となって

いる仮説を明確に実証する生物学的／疫学的知見がすぐには得られそうに

ないということを強調しておく。低線量における健康影響が不確実であるこ

とから，委員会は，公衆の健康を計画する目的には，非常に長期間にわたり

多数の人々が受けたごく小さい線量に関連するかもしれないがん又は遺伝

性疾患について仮想的な症例数を計算することは適切ではないと判断する。） 

 
第 4 章 放射線防護に用いられる諸量 
4.4 放射線被ばくの評価 
4.4.7 集団実効線量 
161 項 … Collective effective dose is not intended as a tool for 

epidemiological studies, and it is inappropriate to use it in risk 
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projections. This is because the assumptions implicit in the calculation of 
collective effective dose (e.g., when applying the LNT model) conceal 
large biological and statistical uncertainties. Specifically, the 
computation of cancer deaths based on collective effective doses involving 
trivial exposures to large populations is not reasonable and should be 
avoided. Such computations based on collective effective dose were never 
intended, are biologically and statistically very uncertain, presuppose a 
number of caveats that tend not to be repeated when estimates are 
quoted out of context, and are an incorrect use of this protection quantity. 
（（中略）疫学的研究の手段として集団実効線量を用いることは意図されて

おらず，リスク予測にこの線量を用いるのは不適切である。その理由は，（例

えば LNT モデルを適用した時に）集団実効線量の計算に内在する仮定が大

きな生物学的及び統計学的不確実性を秘めているためである。特に，大集団

に対する微量の被ばくがもたらす集団実効線量に基づくそのような計算は，

意図されたことがなく，生物学的にも統計学的にも非常に不確かであり，推

定値が本来の文脈を離れて引用されるという繰り返されるべきでないよう

な多くの警告が予想される。このような計算はこの防護量の誤った使用法で

ある。） 









「労働者と住民の健康と安全を守り、生じた被害は補償することを求める要請書に係る、 

第２回政府交渉（８月２３日）を踏まえた質問・要請書」に対する回答 

 

平成２３年９月３０日 

内閣府原子力被災者生活支援チーム 

 

１．健康管理の国の責任について、支援チームの担当者のレベルでは回答できないので持ち帰り後ほど責

任ある回答をするということで、交渉後の９月１日にご回答いただきました。私たちはこの回答が、

原子力災害対策本部の「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針（５月１７日）」に於いて述

べられている「原子力政策は、資源の乏しい我が国が国策として進めてきたものであり、今回の原子

力事故による被災者の皆さんは、いわば国策による被害者です。復興までの道のりが仮に長いもので

あったとしても、最後の最後まで、国が全面に立ち責任を持って対応してまいります。」に沿ったも

ので、「原子力被災者の健康管理について、国は責任を持って行っていく。そのために具体的な予算

措置を講じている。」との趣旨であると理解します。確認して下さい。 

（答） 

原子力被災者の健康管理については、「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針について」に記載

しているとおり、国が責任を持って対応することとしており、福島県が主体で実施している「県民健康

管理調査」等の支援を通して、引き続き、原子力被災者の健康管理に万全を期すべく必要な対応をして

まいります。 

 

２．健康記録ファイル（仮称）に、「政府として生涯にわたって県民全員の健康補償を行う」と明記する

べきとして見解を求めましたが、担当者からは「この調査というのは福島県が主体となって実施して

いるというふうに認識しておりまして、これに関して、政府として生涯にわたって県民全員の健康補

償を行うというような記載を求めるということは考えておりません。」と回答がありました。 

交渉後の９月１日に、「原子力被災者の健康管理について、国は責任を持って行っていく。そのた

めに具体的な予算措置を講じている。」との趣旨の回答がありました。私たちは県の発行する健康

管理記録ファイルに国としての姿勢を表明することを求めています。９月１日の回答を踏まえて、

再回答を求めます。  

（答） 

健康記録ファイル（仮称）に記載する事項の詳細については、県が判断されるものと考えております。

なお、原子力被災者の健康管理については、国として、「原子力被災者の健康管理について、国は責任を

持って行っていく。そのために具体的な予算措置を講じている。」との姿勢で取り組んでおります。 

 

３．医療費の個人負担の無料化について、「対象を福島県全体に、期間を生涯に拡大すべきとの要望」を

福島県に伝えると回答されましたので、伝えていただいたことの確認及び県の反応について、示して

下さい。 

（答） 

医療費の個人負担のあり方については、厚生労働省で担当しています。８月２３日の交渉の場において



は、医療費の個人負担の無料化について原子力被災者生活支援チームからは説明できない旨を冒頭に説

明させていただいています。ご指摘にある回答を当チームから行ったかの事実関係については確認でき

ておりません。 

（参考：医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について） 

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/kojin_2.html 

 

４．県民の健康管理調査の費用がエネルギー特別会計から出ていることについて、交渉後９月１日に「エ

ネルギー対策特別会計においては原子力損害が生じた場合に、原子力緊急事態の発生した発電所施設

の周辺住民の方々への健康診断や健康相談の事業への支出ができることとされています。・・・」と

のご回答をいただきました。 

そもそもエネルギー特別会計は原発推進体系の予算です。事故を起こし人々を被爆させた責任を認

め、国が責任を持って健康管理を行い、福島県民に将来も被爆させることが無いことを保障するに

は、原発推進とは別枠の予算として計上されるべきと考えます。  

再度見解を示して下さい。 

（答） 

原子力政策は、資源の乏しい我が国が国策として進めてきたものであり、いわば国策による被害者で

ある原子力被災者の健康の確保については、ご指摘のとおり、国が責任を持って対応する必要があると

考えております。そのため、原子力緊急事態の発生した発電所施設の周辺住民の方々への健康管理事業

の経費の支出が特会法施行令によって認められているエネルギー対策特別会計から、原子力被災者の健

康管理に必要な予算を二次補正予算で手当てしたところです。 

 そして、原子力被災者の健康管理を中長期に確実に行うため、福島県が造成する基金に対して国が交

付金を交付するかたちを採用するという工夫を施しております。更に、技術的、人的支援等については、

原子力被災者生活支援チームの調整のもと、厚生労働省や文部科学省等の関係省庁が連携して取り組ん

でいます。 

いずれにしましても、予算の計上されている会計の如何にかかわらず、国としては、原子力被災者の

健康の確保について、最後の最後まで、国が前面に立ち責任を持って対応してまいる所存です。 

 

 

５． 質問書の１－（４） 

（４）この事業に係っている国の「生活支援チーム」は経産省が主導しています。原発推進の経

産省は県民を被爆させたいわば被告であり、県民の側に立つ徹底した健康管理事業に係るにはふ

さわしくありません。国民の命と健康に直接責任を持つ厚労省が主導すべきであると考えます。

見解を示して下さい。 

  については回答がありませんでした。 

私たちの指摘に対する政府（原子力災害対策本部）の見解を示して下さい。 

（答） 

原子力被災者生活支援チームは、内閣府の組織として設置されています。福島県の県民健康管理調査に

ついては、県が主体となりつつも、政府としては原子力被災者生活支援チーム、厚生労働省、文部科学



省が連携してこれを支援しているところです。 

 

６．県民健康管理を検討している健康管理検討委員会に対する要望として、検討会議事録の公開、住民に

対する検討会の公開、住民の選んだ委員の参加など健康管理委員会に伝えていただくことをお願いし

ました。 

交渉後９月１日にいただきましたご回答には、住民の選んだ委員の参加については触れられていま

せんでした。これに関して県にお伝えいただき、県の見解をお知らせください。  

（答） 

住民の選んだ委員の参加について、福島県にお伝えしたところ、「県としては、世界に類をみない今回の

事態に対し、県民健康管理調査を実施するにあたり、将来にわたる福島県民の健康を確保する観点から、

放射線に関して十分な知識とご経験をお持ちの専門家に委員として就任いただいたと考えている。また、

会議についても原則公開での開催としていきたい。」とのことでした。 

 

 

７． 下記の「質問事項の未回答部分」に回答して下さい 

 （１）基本調査のアンケートに記入した行動記録は本人に戻されるのですか。 

 （２）基本調査の結果、個人の推定被爆線量（mSv）は伝えられるのですか。 

 （３）詳細調査の健康診査の対象を２０万人とする根拠を示して下さい。 

 （４）質問書１－（８）の下記④について回答して下さい 

④保健医療サービスの提供として、「引き続き、住民検診、健康相談等を実施するとともに、必

要に応じ、適当な保健医療サービスに結びつけることにより、住民の健康状態の悪化を予防す

る。」とされていますが、国が健康診断から治療まで一貫して責任を負うということが明確では

ありません。これについて見解を示して下さい。 
 

（答） 

（１）、（２）について、実施主体である福島県に確認したところ、以下のとおりです。 

（１）記載の行動記録そのものは、県が管理し、ご本人にお返しする予定はないとのことです。 

（２）結果（推計線量）については、個々人に通知するとのことです。 

 

（３）概ね避難区域の住民の人口です。 

 （４）原子力被災者の健康管理については、国として、「原子力被災者の健康管理について、国は責 

任を持って行っていく。そのために具体的な予算措置を講じている。」との姿勢で取り組んでお 

り、今後とも原子力被災者の健康管理に万全を期すべく必要な対応をしてまいります。 

 

 

８． 費用に関して 

 （１）詳細調査の「健康診査」は無料なのですか。 

 （２）保健医療サービスに結びつけるとされていますが、その際の治療費は無料なのですか。 

（答） 



実施主体である福島県に確認したところ、以下のとおりです。 

（１）県が新たに実施（追加）する健康診査について自己負担はないとのことです。 

（２）現時点で、県が何らかの治療費について患者の自己負担を無料化する予定はないとのことです。 

 


















